
議案第６５号 

 

山都町特別会計条例の一部改正について 

 

山都町特別会計条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。 

 

平成３０年１２月６日提出 

 

山都町長 梅 田 穰   

 

 

（提案理由） 

 住宅新築資金等貸付事業に係る公債償還が本年度をもって終了するため、山

都町住宅新築資金等貸付事業特別会計が不要となることに伴い、山都町特別会

計条例の一部を改正する必要があります。 

 これが、この議案を提出する理由です。 

 



山都町特別会計条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成  年  月  日 

 

   山都町長 

 

山都町条例第  号 

   山都町特別会計条例の一部を改正する条例 

 山都町特別会計条例（平成１７年山都町条例第４８号）の一部を次のように

改正する。 

第１条中第５号を削り、第６号を第５号とする。 

   附 則 

 この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 
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